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Ⅰ 「神奈川県条例の見直しに関する要綱」に基づく県土整備局所管条例の
見直し結果について 

 

１ 条例の見直しについて 

県の条例の適時性を確保するため、一定期間ごとに条例全体の見直し

を行う全庁的な仕組みを定める「神奈川県条例の見直しに関する要綱」

に基づいて見直し作業を行う。 

今回、令和２年３月 31 日までに見直しを行う必要のある条例のうち、

改正の概要について別途報告を行う神奈川県県営住宅条例を除く８条例

の見直し結果を報告する。 

 

２ 条例の見直しの結果   

 条例名 見直し結果 

(1) 神奈川県土砂の適正処理に関する条例 

現行条例の運用上の課題は見受け

られず、現時点では改正・廃止及び運

用の改善等の必要はない。 

 

(2) 沿道区域の指定基準に関する条例 

(3) 

相模湖、津久井湖、丹沢湖、寒川滞水

域、社家滞水域、飯泉滞水域等の水域に

おける行為の規制に関する条例 

(4) 
神奈川県プレジャーボートの保管場所

に関する条例 

(5) 土採取規制条例 

(6) 
神奈川県砂防指定地の管理に関する条

例 

(7) 
都市計画法第 34 条第 12 号の規定によ

る開発許可等の基準を定める条例 

(8) 神奈川県建築基準条例 

法令改正により防火避難規定の合

理化等の措置が図られたことなどを

踏まえ、本条例の規制対象の建築物

やその敷地について、用途や規模の

実情に照らし、規制の緩和等につい

て改正及び運用の改善等を検討する

必要がある。 

   

３ 見直し結果に基づく対応 

見直しの結果、改正及び運用の改善等の検討が必要な条例は、改正等

の内容の検討を行い、原則として１年以内に改正議案を議会に提出する。 
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「神奈川県条例の見直しに関する要綱」に基づく条例の見直し結果 

(１) 

条例名 神奈川県土砂の適正処理に関する条例 

概要 土砂の適正処理を進めるために、土砂の搬出、埋立て等に

ついて必要な事項を定めている。 

運用状況 土砂埋立行為新規許可件数 

平成 26 年度５件 平成 27 年度５件 

平成 28 年度８件 平成 29 年度５件 

平成 30 年度３件 

見

直

し

結

果

必要性 土砂の不法投棄や埋め立てられた土砂の崩壊等による災

害発生を防止し、土砂の適正処理を進め、県民生活の安全を

確保するためには、既存の法令や市町村条例では対応に限界

があり、現在でも必要な条例である。 

有効性  直近５年度において、大規模な土砂の不法投棄や埋め立て

られた土砂の崩壊等による災害は発生しておらず、また、条

例の内容はおおむね良好に遵守されており、現行の内容で有

効に機能している。 

効率性 土砂の適正処理を進めるために必要な規制として、搬出は

届出制、埋立ては許可制とし、事業者への指導等を行う内容

となっている。条例の規定は、市町村や他県の規制状況等か

ら見ても適正な水準を確保しており、現行の内容で効率的と

いえる。 

基本方針適

合性 

 「かながわグランドデザイン 第３期実施計画」の主要施

策「112 適正処理の推進」において、条例に基づいて行われ

る施策である「建設発生土監視パトロールなどの実施」が位

置付けられており、県政の基本的な方針に適合している。 

適法性 土砂の搬出の届出制、埋立ての許可制、災害防止のための

土砂搬入禁止区域の指定等の県民に義務を課す規定は、土砂

の適正処理を進めるために必要かつ合理的な範囲内のもの

であり、憲法、法令に抵触しない。 

結論 現行条例の運用上の課題は見受けられず、現時点では改

正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 

参考資料
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(２) 

条例名 沿道区域の指定基準に関する条例 

概要 道路法第 44 条の規定に基づき、道路管理者が沿道区域を

指定する場合の基準を定めている。 

運用状況  － 

見

直

し

結

果

必要性 本条例は、道路法第 44 条第１項の規定に基づき、道路の

構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべ

き危険を防止するため、道路に接続する必要な区域を沿道区

域として指定する場合の基準を定めたものである。 

施行（昭和 32 年 10 月 10 日）以来、区域指定の実績はな

いが、今後、区域指定が必要となることも想定されることか

ら、指定のための基準を定めた本条例は必要である。 

有効性 本条例は、沿道区域を指定する場合の条件を的確に規定し

ており、法令の目的に照らして有効である。 

効率性 本条例で沿道区域を指定するための基準を定めることに

より、法令の規定に沿った事務の遂行が可能となっており、

効率的である。 

基本方針適

合性 

沿道区域を指定するための基準を、道路の構造に及ぼすべ

き損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止す

るために設けることは、道路管理者として、道路法第 42 条

第１項の責務を果たすものであり、県政の基本的な方針に適

合している。 

適法性 本条例に定める沿道区域を指定するための基準の内容は、

憲法及び法令の範囲内であり、これらに抵触しないものであ

る。 

結論 現行条例の運用上の課題は見受けられず、現時点では改

正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 
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(３) 

条例名 相模湖、津久井湖、丹沢湖、寒川滞水域、社家滞水域、飯

泉滞水域等の水域における行為の規制に関する条例 

概要 相模湖等において、ダムや堰（以下「ダム等」という。）

の付近の水域での危険の防止を図るため、指定の水域におけ

る舟艇の運航等の行為の制限等について必要な事項を定め

ている。 

運用状況 平成 30 年度舟艇の運航の許可状況 45 者(1,309 隻) 

見

直

し

結

果 

必要性 １ 水泳、舟艇の運航等の行為の制限について 

  ダム等の上流の水域においては、ダム等の操作により急

激な水位の低下が生じ、また、下流の水域においてはダム

等の操作により河水が急流となって流下するため、これら

の水域における水泳や舟艇の運航等が危険であることは

現在においても変わらない。 

２ 立入禁止について 

  ダムや発電施設の放水口付近においては、人の立入りが

危険であることは現在も変わらない。 

 上記１及び２により、行為の制限及び立入禁止の措置につ

いて定めている本条例は必要である。 

有効性  本条例制定以後、条例違反者を除き水難事故の発生はな

く、危険防止・安全確保の観点から有効である。 

効率性 相模湖に所在する相模ダム、津久井湖に所在する城山ダム

等を管理し、制限区域の実情に精通している公営企業管理者

に行為許可、違反者指導の業務を委任しており、効率的なも

のとなっている。 

基本方針適

合性 

 県内の特定の水域における河川利用者の危険の防止を図

ることによって公共の安全を保持することを目的としたも

のであり、県政の基本的な方針と齟齬を来すものではない。 

適法性 県内の特定の水域における河川利用者の危険の防止を図

ることによって公共の安全を保持することを目的としたも

のであり、憲法、法令には違反していない。 

結論 現行条例の運用上の課題は見受けられず、現時点では改

正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 
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(４) 

条例名 神奈川県プレジャーボートの保管場所に関する条例 

概要 公共の水域及び陸域における秩序の維持を図るため、プレ

ジャーボートの所有者等の責務や保管場所の届出など、必要

な事項を定めている。 

運用状況 平成 26 年度～30 年度 届出件数の計 117 件 

（平成 14 年度～30 年度  届出件数の累計 1,716 件） 

見

直

し

結

果 

必要性  国において小型船舶の保管場所の確保を義務付ける法制

度が創設されておらず、新たな不法係留の発生の防止のため

には、プレジャーボートの所有者等に保管場所の届出を義務

付ける本条例は、現在においても必要である。 

有効性  本条例にて保管場所の届出を義務付けた結果、直近５年間

に限っても 117 件の届出が、条例施行後の累計では 1,716 件

の届出があり、新たな不法係留の発生の防止のために有効に

機能している。 

効率性 本条例は、新たな不法係留の発生の防止という行政目的を

達するために、プレジャーボートの所有者等に保管場所の届

出という必要最小限の義務を課したものであり、効率的であ

る。 

基本方針適

合性 
 「かながわグランドデザイン」実施計画の主要施策である

「治水対策の推進」において、「不法係留対策の推進」が位

置付けられており、本条例により新たな不法係留の発生の防

止を行うことは、県政の基本的な方針に適合している。 

適法性 本条例は、河川法の趣旨を踏まえた内容となっており、憲

法、法令に抵触するものではない。 

結論 現行条例の運用上の課題は見受けられず、現時点では改

正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 
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 (５) 

条例名 土採取規制条例 

概要 土の採取に伴う災害防止及び採取跡地の緑化等の整備を

図るため、土の採取の規制地域における採取計画等の届出の

規定など必要な事項を定めている。 

運用状況  － 

見

直

し

結

果 

必要性  本条例は、宅地造成等に必要な土の採取に伴う災害の防止

等を図るため、土の採取について一定の規制を行うものであ

る。この条例で届出が必要な土の採取の事例は、平成 20 年

度以降はないものの、その必要性は現在でも変わらないた

め、本条例は必要である。 

有効性  本条例は、土の採取を行おうとする場合に、知事に計画等

の届出を義務付け、知事は、届け出た者に対して、災害防止

のため必要な措置を命じることなどを規定し、罰則規定など

により、義務の履行を確保するための手段は適切に保たれて

おり、有効に機能している。 

効率性  本条例は、土の採取に伴う土砂の崩壊及び流出その他の災

害が発生するおそれがある地域を知事が指定し、当該地域に

限って、土の採取計画の届出を義務付けるなど、必要最小限

の規制で、効率的なものとなっている。 

基本方針適

合性 

 本条例は、かながわグランドデザインの政策分野「Ⅱ安

全・安心」のうち小柱「災害に強いまちづくり」に寄与する

ものであり、県政の基本的な方針に適合している。 

適法性  本条例の規定は、県民に義務を課しているが、目的及びそ

の内容ともに、合理的な範囲内であり、憲法、法令に抵触し

ない。 

結論 現行条例の運用上の課題は見受けられず、現時点では改

正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 
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 (６) 

条例名 神奈川県砂防指定地の管理に関する条例 

概要 砂防法及び砂防法施行規程に基づく砂防指定地の管理、砂

防設備占用料の徴収その他必要な事項を定めている。 

運用状況 行為許可件数 

平成 26 年度 170 件 平成 27 年度 126 件 

平成 28 年度 141 件 平成 29 年度 133 件 

平成 30 年度 141 件 

見

直

し

結

果 

必要性 本条例は、砂防法及び砂防法施行規程の規定に基づき、砂

防指定地の管理等を定めたものであり、災害を防止するた

め、砂防指定地での一定の行為を禁止、制限等する必要があ

ることから、本条例は必要である。 

有効性  本条例は、災害を防止するため、砂防指定地において砂防

設備を損壊し、又は損壊するおそれのある行為を禁止すると

ともに、砂防指定地内における行為制限等を規定し、罰則規

定などにより、義務の履行を確保するための手段は適切に保

たれており、有効に機能している。 

効率性  本条例の規制内容は、砂防設備の保護及び砂防指定地の保

全のため、必要最小限のものである。また、行為許可等の事

務は、制限行為を行う区域を所管する土木事務所長及び治水

事務所長に委任し、適正な人員・予算の範囲内で、効率的な

事務執行を行っており、現在の体制で本条例は効率的に執行

されている。 

基本方針適

合性 

 本条例は、かながわグランドデザインの政策分野「Ⅱ安

全・安心」のうち小柱「災害に強いまちづくり」に寄与する

ものであり、県政の基本的な方針に適合している。 

適法性  砂防法及び砂防法施行規程の規定に基づく条例として、そ

の委任の範囲内であり、憲法、法令に抵触しない。 

結論 現行条例の運用上の課題は見受けられず、現時点では改

正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 
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 (７) 

条例名 都市計画法第34条第12号の規定による開発許可等の基準

を定める条例 

概要 都市計画法第34条第12号の規定に基づき市街化調整区域

内における開発行為の許可等について基準を定めた条例で

ある。 

運用状況 本条例を適用した許可件数 

 平成 26 年度 110 件、平成 27 年度 103 件 

 平成 28 年度 136 件、平成 29 年度 100 件 

 平成 30 年度 113 件 

見

直

し

結

果 

必要性 本条例は、市街化調整区域における開発行為等の許可基準

として都市計画法の規定に基づき定めているもので、これま

で適用実績もあり、今後も必要不可欠である。 

有効性 本条例は、市街化調整区域に係る開発行為等について開発

審査会の議を経ずに定型的に処理し許可する基準を定めた

ものであり、手続の合理化、迅速化に資するものである。こ

れまで定型的かつ実務実績のあるものについて条例で定め

ており、許可の実績も十分あるため、条例は有効に機能して

いる。 

効率性 本条例は、都市的土地利用を抑制している市街化調整区域

内における土地利用について許可しても差し支えない開発

行為等を限定して認めており、建築物の立地を計画的にコン

トロールするものとして十分に機能している。 

基本方針適

合性 

本条例は、都市的土地利用を抑制している市街化調整区域

内の土地利用の整序に資するものであり、「かながわグラン

ドデザイン」の基本構想の政策分野の「(7)県土・まちづく

り」の次の世代に引き継げる持続可能な県土づくりに寄与す

るものと認められ、県政の基本方針に適合している。 

適法性 本条例は、都市計画法の規定に基づく条例であり、その内

容は法の定めの範囲内であるとともに、他の自治体が制定す

る類似の条例で、違憲あるいは違法とする判決が出されてお

らず、憲法、法令に抵触しているとは認められない。 

結論 現行条例の運用上の課題は見受けられず、現時点では改

正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 
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 (８) 

条例名 神奈川県建築基準条例 

概要 建築基準法に基づき、建築物等の制限その他建築基準法の

施行について必要な事項を定めている。 

運用状況 － 

見

直

し

結

果 

必要性 本条例は、建築基準法に基づき、災害危険区域等を指定し

ているほか、同法の委任により、建築物の敷地、構造等に係

る安全上、防火上及び衛生上必要な制限を付加するものであ

ることから、必要な条例である。 

有効性 本条例は、建築物の安全確保等を図るために有効である

が、近年の法令改正により防火避難規定の合理化の措置が図

られたことなどを踏まえ、本条例の規制対象の建築物やその

敷地について、用途や規模の実情に照らし、規制の緩和等を

検討する必要がある。 

効率性 本条例では、災害危険区域等の指定や、建築物の敷地、構

造等に関する安全上、防火上又は衛生上必要な制限を規定し

ているが、その内容は目的を達成するために効率的なものと

なっている。 

基本方針適

合性 

本条例で定める事項は、建築物等の安全性の確保に資する

ものであり、「かながわグランドデザイン」の基本構想の政

策分野の「(7)県土・まちづくり」の美しく住みやすい住ま

い・まちづくりに寄与するものであり、県政の基本方針に適

合している。 

適法性 本条例は、建築基準法の規定に基づく条例であり、その規

定の範囲内であるとともに、他の自治体が制定する類似の条

例について、違憲あるいは違法とする判決が出されていない

ことから、憲法、法令に抵触するものではない。 

結論 法令改正により防火避難規定の合理化等の措置が図られ

たことなどを踏まえ、本条例の規制対象の建築物やその敷地

について、用途や規模の実情に照らし、規制の緩和等につい

て改正及び運用の改善等を検討する必要がある。 
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Ⅱ 入札制度「かながわ方式」における最低制限価格率の見直しについて 
 
１ 見直しの趣旨 

県では、公共工事等の品質を確保するとともに、適正な利潤の確保に

配慮して、県内中小建設業者等の健全育成を図るため、入札制度「かな

がわ方式」において、最低制限価格を設けている。 

このたび、県内中小建設業者等の一層の経営の安定化を図り、災害対

応力の強化、担い手の育成・確保につなげるため、最低制限価格率（最

低制限価格／予定価格）について、国や政令市との均衡を図りながら見

直しを行う。 

 

２ 見直しの必要性 

〇 国は、公共事業の品質確保や賃金の適正な確保、担い手の育成・確

保につなげていくため、工事や測量業務の低入札価格調査基準（本県

の最低制限価格と同様の趣旨で設定）を平成 31 年４月に見直し、併

せて各自治体に対しても適切な見直しを行うよう要請した。 

〇 本県においても、担い手不足など厳しい経営環境にある県内中小建

設業者が、今後も引き続き災害対応や地域のインフラ整備・維持管理

等を支える役割を果たしていくためには、より一層の経営の安定化、

担い手の育成・確保につながる適正利潤の確保が重要となっている。 

  〇 激甚化、頻発化している自然災害から迅速かつ円滑な復旧・復興を

図るためには、建設業者だけでなく測量・設計業者が一体となった総

合力の発揮が不可欠である。 

 

３ 見直しの概要 

(1) 工事  

最低制限価格率の算定式について、土木工事、建築工事及び水道工

事の「一般管理費等」の算入率を 0.55 から 0.65 に引き上げる。その

結果、最低制限価格率は 1～2％上昇することになる（算定式は参考の

とおり）。 

 

(2) 工事系委託 

測量調査業務、土木設計業務について、最低制限価格率を 80％から

82％に引き上げる。 
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４ 適用時期 

   令和 2 年 4 月 1 日以降に入札公告する案件から適用する。 

   なお、適用に当たっては、事前に建設業界等へ周知を行う。 
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（参考） 

 

新たな最低制限価格率（％）の算定式 

 
【土木工事】 

［｛直接工事費×1.0＋共通仮設費(積上分)×1.0＋共通仮設費(率分)×0.9 

＋現場管理費×(0.8×α＋β)※＋一般管理費等×0.65｝／工事価格］×100 

                                              0.55（現行） 

※ αは工事規模による補正係数（1.3～0.7）、βは施工困難さによる補正係数（0.04） 

 

【建築工事】 

［｛直接工事費×1.0＋共通仮設費(積上分)×1.0＋共通仮設費(率分)×0.7 

＋現場管理費×0.8×α※＋一般管理費等×0.65｝／工事価格］×100 

                                     0.55（現行） 

※ αは工事規模による補正係数（1.2～0.7） 

 

【水道工事】 

［｛直接工事費×1.0＋共通仮設費(積上分)×1.0＋共通仮設費(率分)×0.9 

＋現場管理費×0.8×α※＋一般管理費等×0.65｝／工事価格］×100 

0.55（現行） 

※ αは工事規模による補正係数（1.2～0.7）    
                        

直接工事費  ： 工事目的物の完成に必要な現場作業員の人件費、資材費など 

共通仮設費  ： 現場の安全対策費や建設機械の運搬費など 

現場管理費  ： 現場を管理する技術者の人件費や現場作業員の安全訓練費など 

一般管理費等： 本店支店の従業員の人件費や会社運営経費など 

工事価格  ： 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の総和 
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Ⅲ 神奈川県自転車活用推進計画（案）について 
 
１ これまでの経過 

令和元年12月 令和元年第３回県議会定例会建設・企業常任委員会に

計画（素案）を報告 

令和元年12月～令和２年１月  

計画（素案）について県民意見募集（パブリックコメ

ント）を実施 

 
２ 計画策定の背景と目的 

自転車は、比較的近距離の日常の足として、広く利用されている。  

また、近年は、環境にやさしく、健康の増進に寄与し、災害時にも活用

可能な乗り物として、注目されており、自転車を活用した観光振興など

にも期待が寄せられている。 

このような中、2017 年に「自転車活用推進法」が施行され、国の自転

車活用推進計画を勘案して、都道府県自転車活用推進計画を策定するこ

とが都道府県の努力義務として規定された。 

「神奈川県自転車活用推進計画」は、2018 年６月に国が策定した「自

転車活用推進計画」を勘案して、本県の実情に応じた自転車の活用に  

関する施策を総合的に進める指針として定めるものである。 

 
 ３ 計画（案）の概要 

(1) 計画期間 

「かながわグランドデザイン 第３期実施計画」との整合を図り、

2022 年度（令和４年度）までとする。 

 

(2) 自転車活用の推進に関する目標 

自転車の利用状況や自転車通行空間の整備状況、事故発生状況など

の現状を踏まえ、自転車活用の推進に関する４つの目標を設定する。 

 

ア 自転車を快適に利用できる環境の整備 

自転車は都市交通を支える公共性を有するモビリティであること

を踏まえ、安全で快適な自転車利用環境を整備するとともに、シェ

アサイクルの普及などで自転車利用を促進する。 
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イ 自転車活用を通じた未病改善の推進 

自転車は、適度な運動強度を維持しやすく、外出することにより

社会参加の機会の増加も期待できることから、自転車を活用するこ

とで健康で長生きできる神奈川を実現していく。 

 
ウ 観光・サイクルスポーツの振興による地域の活性化 

自転車による旅行やスポット巡りなどを促進し、新たな宿泊需要

や飲食需要を掘り起こすとともに、サイクルスポーツのすそ野を 

広げ、地域の活性化を図る。 

 
エ 自転車事故のない安全で安心な社会の実現 

自転車利用環境の整備や交通事故対策を推進し、交通安全意識と

マナーを向上させ、自転車事故の削減を目指すとともに、災害時の

自転車利用に備える取組みを進める。 
 

(3)  実施すべき施策 
自転車活用の推進に関する４つの目標の達成に向け、実施すべき 17

の施策を定める。 
 

ア 自転車を快適に利用できる環境の整備 

(ｱ)  自転車通行空間の整備等 

(ｲ)  県内の連続したサイクリング環境の整備 

(ｳ)  シェアサイクルの普及 

(ｴ)  駐輪場の整備等 

 

イ 自転車活用を通じた未病改善の推進 

(ｵ)  県内の連続したサイクリング環境の整備（再掲） 

(ｶ)  サイクルツーリズム（自転車による回遊）の促進 
 

ウ 観光・サイクルスポーツの振興による地域の活性化 

(ｷ)  県内の連続したサイクリング環境の整備（再掲） 

(ｸ)  シェアサイクルの普及（再掲） 

(ｹ)  サイクルツーリズム（自転車による回遊）の促進（再掲） 

(ｺ)  ナショナルサイクルルートの指定 
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エ 自転車事故のない安全で安心な社会の実現 

(ｻ)  自転車通行空間の整備等（再掲） 

(ｼ)  道路の交通事故防止対策 

(ｽ)  広報啓発活動の推進や自転車利用者に対する交通指導取締りの

実施による自転車安全利用の促進 

(ｾ)  学校における自転車利用を含む安全教育 

(ｿ)  自転車損害賠償責任保険等の加入義務化 

(ﾀ)  自転車の点検整備の義務化 

(ﾁ)  災害時の自転車活用に向けた備え 

 
(4) 計画のフォローアップ 

関係部局と緊密に連携して施策の推進を図るため、関係部局で構成

する連絡調整会議で取組状況などを検証するとともに、検証結果や社

会情勢の変化、国の自転車活用推進計画の動向などを踏まえ、必要に

応じて計画を見直す。 

 

４ 計画（素案）に係る県民意見募集（パブリックコメント）の状況 
(1)  計画募集期間 

    令和元年12月20日（金）～令和２年１月18日（土） 

 

(2)  意見募集方法 

    県ホームページへの掲載、県機関での閲覧 

 

(3)  意見の提出方法 

    フォームメール、郵送、ファクシミリ 
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(4)  提出された意見の概要 

   ア 意見件数 36件 

   イ 意見の内訳 

意見内容区分 件数 

（１）計画策定の趣旨に関すること ２件 

（２）神奈川県の自転車を巡る現状

及び課題に関すること 
０件 

（３）自転車活用の推進に関する目

標及び実施すべき施策に関す

ること 

32 件 

（４）計画のフォローアップに関す

ること 
０件 

（５）その他 ２件 

  

合  計 36 件 

 
   ウ 意見の反映状況 

意見反映区分 件 数 
Ａ 反映した意見 ２件 

Ｂ 既に反映している意見 14 件 

Ｃ 今後の参考とする意見 15 件 

Ｄ 反映できない意見 ０件 

Ｅ その他（感想、質問、他事業に関する意見等） ５件 

合  計 36 件 

   

 エ 主な意見 

    Ａ 反映した意見 

      ・自転車走行空間の整備において、市町村間等での連続性を  

確保して欲しい。 

    Ｂ 既に反映している意見 

      ・子供の自転車による事故が少なくなるように安全教育を進め

るべき。 

    Ｃ 今後の参考とする意見 

      ・自転車を搭載できるバス車両を100％化して欲しい。 
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Ｄ 反映できない意見 

      ・なし。 

    Ｅ その他（感想、質問、他事業に関する意見等） 

      ・道路交通法施行規則に定められている電動アシスト自転車の

速度に応じたアシスト力の制限を廃止して欲しい。 

 

５ 素案からの変更点 

県民意見募集の結果、「実施すべき施策」に次の２点を追加する。 

・自転車走行環境の連続性を確保していくため、「自転車通行空間の整

備における行政間の調整を図ること」 

・サイクルツーリズムの促進にあたり、「行政間の調整を図ること」 

 

６ 今後の予定 

令和２年３月    「神奈川県自転車活用推進計画」を策定・公表 
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Ⅳ 港湾の設置及び管理等に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

   湘南港に整備した江の島セーリングセンターの会議室等の利用料と、

大磯港で改修に取り組んでいる東岸壁の係留料を定めるため、港湾の設

置及び管理等に関する条例の一部について、所要の改正を行う。 

このうち、江の島セーリングセンターについては、東京2020オリンピ

ック競技大会・セーリング競技で活用された後、一般利用を開始し、セ

ーリング競技大会の運営などに活用される予定となっていることから、

新たに会議室等の利用料を定めるものである。 

また、大磯港では、地域活性化の拠点となる港を目指して、これまで

大型船舶のみ接岸可能だった既存の東岸壁について、プレジャーボート

も接岸できるよう改修に取り組んでいることから、新たにプレジャーボ

ートの係留料を定めるものである。 

   

 ２ 施設の概要 

(1)  江の島セーリングセンター（湘南港） 

    構  造：鉄骨造３階建 

建築面積：527.87㎡、延床面積：999.01㎡ 

主な施設：（１階）艇整備庫、大会議室 

    （２階）会議室 

     （３階）海面監視室 

  オリンピック後の一般利用開始：令和２年10月（予定） 

(2)  東岸壁（大磯港） 

   構  造：重力式 

   施設延長：80ｍのうち改修延長26ｍ 

   対象船舶：プレジャーボート２隻 

   供用開始：令和２年９月（予定） 

 

 ３ 条例改正の概要 

(1)  条例改正の目的 

   江の島セーリングセンター（湘南港）の会議室等の利用料及び東岸

壁（大磯港）の係留料について規定する。 
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(2)  利用料及び係留料 

ア 江の島セーリングセンター（湘南港）の会議室等の利用料 

会議室等の名称 
面積

（㎡） 

昼間料金 

（１時間） 

夜間料金 

（１時間） 

１階 

艇整備庫 156.92 1,980 円 2,170 円 
大会議室 108.84 1,370 円 1,500 円 
医務室 22.93 290 円 320 円 

２階 
会議室Ａ 90.36 1,140 円 1,250 円 
会議室Ｂ 30.76 390 円 430 円 

３階 

海面監視室Ａ 28.68 360 円 400 円 
海面監視室Ｂ 19.78 250 円 270 円 
海面監視室Ｃ 21.43 270 円 300 円 
海面監視室Ｄ 22.28 280 円 310 円 

イ 東岸壁（大磯港）の係留料 

船長 
県内在住者 

（１日） 

県外在住者 

（１日） 

6ｍ以下 1,500円 1,840円 

6ｍ超6.5ｍ以下 2,050円 2,490円 

6.5ｍ超7ｍ以下 2,160円 2,590円 

7ｍ超7.5ｍ以下 2,490円 3,030円 

7.5ｍ超8ｍ以下 2,810円 3,360円 

8ｍ超8.5ｍ以下 3,130円 3,800円 

8.5ｍ超9ｍ以下 3,470円 4,120円 

9ｍ超9.5ｍ以下 3,800円 4,560円 

9.5ｍ超10ｍ以下 4,010円 4,780円 

10ｍ超 

4,010 円に 10ｍを超

える0.5ｍまでごとに

300 円を加算した額 

4,780 円に 10ｍを超

える0.5ｍまでごとに

420 円を加算した額 
※ 利用が４時間に満たない場合の係留料は、上記の額に２分の

１を乗じて得た額（10円未満切り捨て）とする。 

 

４ 今後の予定 

   令和２年５月 港湾審議会への諮問 

       ６月 県議会第２回定例会に条例改正議案を提出 

       ９月 改正条例の施行 
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港湾の設置及び管理等に関する条例の一部改正について 

 

１ 江の島セーリングセンター（湘南港） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 東岸壁（大磯港） 

           

  

参考資料 

【平面図（１階）】 【平面図（２階）】 【平面図（３階）】 

【位置図】 【写真】 

【位置図】  

箇所

箇所 

【平面図】 

大磯駅 

海面 

監視室 

Ａ 

海面 

監視室 

Ｂ 

海面 

監視室 

Ｃ 

海面 
監視室 
Ｄ 

大会議室 

医務室 

艇整備庫 

会議室 

Ａ 

会議室 

Ｂ 

事務室 

江の島 

吹抜け 吹抜け 
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Ⅴ 神奈川県県営住宅条例の一部改正について 
 
 １ 改正の趣旨 

県営住宅では、近年、建物の老朽化等により、応募者数が半減し、空

き家が増加している。そこで、これまで対象としていなかった住宅困窮

者のニーズにも対応するため、入居者資格要件の見直しに向けて、所要

の改正を行う。 
また、入居手続き等について、用語の整理が必要なため、所要の改正

を行う。 
 
 
２ 条例改正の概要 
(1)  入居者資格要件の見直し 

   ア 単身入居者における年齢要件の見直し  
     60 歳以上としている単身入居者の年齢要件を廃止する。 
   イ 県内居住要件の見直し 
     県内に６か月以上住所を有するとしている居住要件を廃止する。 
 
 
 
 
 
(2)  用語の整理  

入居手続き等に係る用語の整理を行う。 
 
３ 今後の予定 

令和２年６月  県議会第２回定例会に条例改正議案を提出 
10 月  改正条例の施行 

 

 現 行 改 正 後 
単身年齢要件 60 歳以上 廃止 
県内居住要件 ６か月以上 廃止 
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